


　



京都市雨水貯留施設設置助成金交付要綱             
（趣旨） 
第１条 この要綱は，総合的な治水対策, 資源の有効利用及び地球温暖化防止対策の一環と
して，雨水貯留施設を設置する者に対して予算の範囲内で助成金を交付することに関し，

必要な事項を定めるものとする。 
（用語の定義） 
第２条 この要綱において，雨水貯留施設とは，敷地内に降った雨水を貯留する雨水貯留

槽及び付属設備で, 公共下水道又は京都市水路等管理条例第２条第１号に規定する水路
等への雨水流出を抑制し, 貯留した雨水を有効利用するための施設をいう。 
（交付対象者） 
第３条 助成金の対象者となる者は，京都市公共下水道事業認可区域内に住宅・事業所等

（建設予定のものを含む。）の建築物を所有する者（展示又は販売のために建築物を所有

する者を除く。）又は占有者（所有者の同意を得た者に限る。）とする。 
（対象経費及び助成金額等） 
第４条 助成金の交付の対象となる経費は，１００リットル以上５００リットル以下の雨

水貯留施設（本体及び付属品を含む。）を購入するのに要する経費とする。ただし，一の

建築物ごとに１基とし，1申請者につき１回を限度とする。 
２ 助成金額は，対象経費の２分の１とし，25,000円を限度とする。  
３ 前項の助成金額に千円未満の端数が生じたときは，切り捨てるものとする。 
４ 第１項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する雨水貯留施設を設置する

のに要する経費は，助成金の対象としない。 
（１）国，他の地方公共団体及び地方財政再建促進特別措置法第２４条第２項に規定する

公社等が設置する雨水貯留施設 
（２）既に助成金の交付を受けた雨水貯留施設を造り変えた雨水貯留施設 
（３）移転補償等に伴う機能回復により設置する雨水貯留施設 
（４）前３号に掲げるもののほか，助成金の交付を不適当と認める雨水貯留施設 
（助成金の申請等） 
第５条 助成金の交付を受けようとする者は，京都市雨水貯留施設設置助成金交付申請書

（第１号様式）により申請しなければならない。 
２ 前項の申請書には，次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 
（１）住民票 
（２）領収書の原本 
（３）設置前及び設置後の写真 
（４）前３号に掲げるもののほか必要と認める書類 
（設置確認及び交付条件） 
第６条 管理者は，雨水貯留施設の設置状況を確認することができる。 



２ 受理者は，前条の申請があったとき，その内容を審査のうえ，京都市雨水貯留施設設

置基準を満たすときに限り助成金を交付することとする。 
３ 助成金の交付を受けることとなる申請者は，雨水貯留施設の維持管理に関する誓約書

を提出しなければならない。 
（交付決定） 
第７条 管理者は，助成金を交付することを決定した申請者に対して，助成金交付決定通

知書（第２号様式）により通知する。 
 2 管理者は, 助成金を交付しないことを決定した申請者に対して, 助成金不交付決定通
知書（第３号様式）により通知する。 
（誓約書） 
第８条 前条第１項の通知を受けた申請者は, 雨水貯留施設の維持管理に関する誓約書（第
４号様式）を，次条の請求書と併せて管理者に提出しなければならない。 
（助成金の交付請求書） 
第９条 助成金は，申請者から前条の誓約書と併せて，京都市雨水貯留施設設置助成金交

付請求書（第５号様式）の提出を受けた後，速やかに助成金を交付するものとする。 
（助成金交付決定の取消） 
第１０条 管理者は，申請者が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったと認めるとき

は，当該交付決定を取り消し，又は既に交付した助成金を返還させることができる。 
（１）虚偽の申請により助成金の交付を受け，又は受けようとしたとき。 
（２）その他この要綱の趣旨に違反する行為があったと管理者が認めたとき。 
（補則） 
第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 
 
   附 則 
この要綱は，平成１７年９月１日から施行する。 

 


